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学籍上の身分 区分 対応 備考

自己都合 一旦退寮
休学から復帰し、入居を希望する場合は優先的に入居させるが
自己都合のため、入居許可期限の延長はしない。

必要性が認められる事由（病気・災害, 私費留
学,兵役 etc)

一旦退寮または入居継続 「必要性が認められる事由」については大学が該当有無の判断を行う。

長期留学 一旦退寮
留学先から帰国し、入居を希望する場合は優先的に入居させる。
但し、入居資格を満たしている者に限る。
※４か月以上の留学を長期留学とみなす。

短期留学 入居継続 ※４か月未満の留学を短期留学とみなす。

学部留年 入居申請を受付ける

入居候補の順位を新学年者、中途入寮者の次とする。
（新学年者や中途入寮者の選考後、該当枠に余裕がある場合は入居を許可
する）
学部２年生の残留も含む。

大学院留年 入居申請を受付ける
指導教員の期間延長理由説明書があれば、新学年者と平等に選考する。
指導教員による説明書がない場合は、学部留年と同様の入居判断を行う。

※留学者は４か月以上を「長期留学」、４か月未満を「短期留学」とみなす。

●その他、特別の事由があり主事に認められた場合は、入居が認められる。
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